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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を供給する液体供給口からの液体を該液体供給口の両側に設けられた複数の吐出口
から吐出して記録を行う液体噴射記録ヘッドにおいて、
　前記複数の吐出口は、それぞれ吐出口径の異なる第１の吐出口群と、第２の吐出口群と
、第３の吐出口群とを備え、
　前記第１の吐出口群の吐出口径は他の吐出口群の吐出口径よりも大きく、前記第３の吐
出口群の吐出口径は他の吐出口群の吐出口径よりも小さいとともに、
　前記液体供給口の一方の側には、前記第１の吐出口群の吐出口が前記液体供給口に沿っ
て形成され、前記液体供給口の他方の側には、前記第２の吐出口群の吐出口および前記第
３の吐出口群の吐出口が交互に前記液体供給口に沿って千鳥状に形成され、
　前記第２の吐出口群の吐出口と前記液体供給口との距離が、前記第３の吐出口群の吐出
口と前記液体供給口との距離よりも短く、
　前記液体供給口に沿う方向に関して、前記交互に配置された前記第２の吐出口群の吐出
口と前記第３の吐出口群の吐出口との配置密度が、前記第１の吐出口群の吐出口の配置密
度よりも大きいことを特徴とする液体噴射記録ヘッド。
【請求項２】
　前記第１の吐出口群の吐出口から液体を吐出する駆動周波数は他の吐出口群の吐出口か
ら液体を吐出する駆動周波数より小さく、
　前記第３の吐出口群の吐出口から液体を吐出する駆動周波数は他の吐出口群の吐出口か
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ら液体を吐出する駆動周波数より大きいことを特徴とする請求項１に記載の液体噴射記録
ヘッド。
【請求項３】
　前記液体供給口に沿う方向に関して、前記交互に配置された前記第２の吐出口群の吐出
口と前記第３の吐出口群の吐出口との配置密度が、前記第１の吐出口群の吐出口の配置密
度の２倍であることを特徴とする請求項１または２に記載の液体噴射記録ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を吐出し記録を行う液体噴射記録ヘッドに関し、特に液体の吐出量の異
なる複数の液滴を利用して記録を行う液体噴射記録ヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーマルインクジェット技術を用いたカラーインクジェットプリンタは年々高解像度化
しており、特に、画質を形成するために使用する記録ヘッドにおいては個々の液滴を吐出
する吐出口配列の解像度が６００ｄｐｉ、１２００ｄｐｉと年々高解像度化している。
【０００３】
　また、画像を形成する吐出インク滴のサイズに関してはグレースケールのハーフトーン
部や、カラーフォト画像における中間調、ハイライト部での粒状性を軽減させるべく、特
にカラーインクを吐出させる記録ヘッドでは１５ｐｌ程度から５ｐｌ、２ｐｌと年々小液
滴化している。
【０００４】
　しかし、小液滴、高解像度の記録ヘッドにおいては、フォト画像の印刷出力など高品位
のユーザーニーズに対応できるものの、帳票におけるカラーグラフなどの解像度の要求さ
れない粗い画像の印刷出力に対しては、小液滴、高解像度による画像出力データの肥大化
、および、データ転送時間を多く必要とする点から、高速印刷の要求には反する結果とな
る。
【０００５】
　これを改善するためには、高速印刷時には比較的大きいサイズの液滴で、少ない出力デ
ータサイズで画像を形成できることが望ましく、高画質印刷の場合には液滴サイズを変調
させ、形成画像の粒状性を極力少なくすることが望まれるため、同一色インクの記録ヘッ
ドノズル群で異なるサイズの液滴を吐出させ、一色あたりの液滴サイズを変調させること
が求められる。
【０００６】
　このような要求に対し、例えば、特許文献１には、同一の吐出口から異なるサイズのイ
ンク滴を吐出させる手段が開示されている。この場合、同一の吐出口に連通するインク流
路内に異なるサイズの電気熱変換素子を配置し、個々の電気熱変換素子の発泡を使い分け
ることにより、同一の吐出口から複数種類のサイズのインク滴を吐出させることを可能に
している。
【０００７】
　また、特許文献２には、大小のサイズのインク滴を吐出させる吐出口を交互に千鳥状に
配置したインクジェット記録ヘッドが開示されている。
【特許文献１】特開平０８－１８３１７９号公報
【特許文献２】米国特許第６１３７５０２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、引用文献１においては、同一インク流路で異なる液滴を吐出させるため
、異なるサイズの液滴によって、ノズル後方からのインク供給速度が変化し、インクジェ
ット記録ヘッドを走させながらプリントを行う、いわゆるシリアル方式の記録装置では、
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同一の記録ヘッドスキャン時査（スキャン）に異なるサイズの液滴を吐出することが困難
であり、複数回の記録ヘッドのスキャンで大中小などの液滴を吐出し分ける必要がある。
これは異なるサイズの液滴を同一周波数で吐出することができないため、高精細画像を形
成する上では液滴サイズの変調制御が困難であることを意味する。
【０００９】
　また、引用文献２に関しては大小の吐出口を同数配置しているため、吐出量を大きく設
定すれば大吐出量を使用する高速印字には大きな問題はないが、高画質な階調印字（フォ
ト印字）時には画質の低下の問題が生じる。逆に吐出量を小さく設定した場合には、フォ
トの画質は良化するが、印字パス数増による速度低下を招く。
【００１０】
　本発明は、上述したような課題を考慮したうえで高速かつ高画質の画像形成が可能な液
体噴射記録ヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の課題を解決するために、本願発明の液体噴射記録ヘッドは、液体を供給する液体
供給口からの液体を該液体供給口の両側に設けられた複数の吐出口から吐出して記録を行
う液体噴射記録ヘッドにおいて、前記複数の吐出口は、それぞれ吐出口径の異なる第１の
吐出口群、第２の吐出口群、第３の吐出口群を備え、前記第１の吐出口群の吐出口径は他
の吐出口群の吐出口径よりも大きく、前記第３の吐出口群の吐出口径は他の吐出口群の吐
出口径よりも小さいとともに、前記液体供給口の一方の側には、前記第１の吐出口群の吐
出口が前記液体供給口に沿って形成され、前記液体供給口の他方の側には、前記第２の吐
出口群の吐出口および前記第３の吐出口群の吐出口が交互に前記液体供給口に沿って千鳥
状に形成され、前記第２の吐出口群の吐出口と前記液体供給口との距離が、前記第３の吐
出口群の吐出口と前記液体供給口との距離よりも短く、前記液体供給口に沿う方向に関し
て、前記交互に配置された前記第２の吐出口群の吐出口と前記第３の吐出口群の吐出口と
の配置密度が、前記第１の吐出口群の吐出口の配置密度よりも大きいことを特徴とする。
【００１２】
　上述の構成をとることによって、大ドットによる高速印字（１パス）に対応し、かつ中
と小のドットでフォトの高速印字（２パス）に対応し、さらに小ドットのみでのフォト高
画質にも対応可能なインクジェット記録ヘッドを提供できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本願発明によれば、いずれの形態においても高速印字とフォト高画質を両立することが
できる。さらに、大、中、小の液滴を吐出するノズルを１つのインク供給口の両側に配置
しているので、記録ヘッドの大型化を招くことなく、上記種々の印字モードが低コストで
達成可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の具体的な実施形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　図８，図９に、本発明を適用可能な記録ヘッドカートリッジ、液体噴射記録ヘッド、液
体収納容器を説明するための斜視図を示す。
【００１８】
　本実施形態の液体噴射記録ヘッド（以下、単に記録ヘッドと称する。）は、記録ヘッド
カートリッジを構成する一構成要素である。すなわち、図６に示すように、記録ヘッドカ
ートリッジＨ１０００は、記録ヘッドＨ１００１と、この記録ヘッドＨ１００１に対して
着脱自在に設けられ記録ヘッドＨ１００１にインクを供給するための液体収納容器（以下
、インクタンク）Ｈ１９００とを備えて構成されている。そして、記録ヘッドＨ１００１
は、インクタンクＨ１９００から供給されたインク等の液体を、記録情報に応じて吐出口
から吐出することで、記録媒体に文字や画像等を記録する。
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【００１９】
　この記録ヘッドカートリッジＨ１０００は、記録装置側が備えるキャリッジに対して着
脱可能にされている。この記録ヘッドカートリッジＨ１０００は、キャリッジに設けられ
た接続端子部を介して電気的に接続されるとともに、キャリッジに設けられた位置決め部
によって所定位置に固定されて支持される。
【００２０】
　記録ヘッドＨ１００１は、電気信号に応じて膜沸騰をインクに生じさせるための熱エネ
ルギを生成する電気熱変換体として発熱体を用いて記録を行うバブルジェット（登録商標
）方式の記録ヘッドである。この記録ヘッドＨ１００１は、図８に示すように、記録用紙
等の記録媒体に文字や画像等を記録するための記録素子ユニットＨ１００２と、この記録
素子ユニットＨ１００２にインクを供給するためのインク供給ユニットＨ１００３と、こ
のインク供給ユニットＨ１００３にインクを供給するためのインクタンクＨ１９００を着
脱可能に保持するためのタンクホルダーＨ２０００とを備えている。
【００２１】
　記録素子ユニットは、本実施例ではブラック、シアン，マゼンタ，イエローを吐出する
ために４組の記録素子部が設けられており、それぞれの色の収容されたインクタンクから
のインクを吐出する。
【００２２】
　図９に、記録素子ユニットＨ１００２の構成を説明するために１組の記録素子部の一部
を切り欠いた斜視図を示す。記録素子部は、厚さ０．５～１ｍｍ程度のＳｉ基板Ｈ１１１
０の一方の面に、インクを吐出するための複数の電気熱変換素子Ｈ１１０３と、各電気熱
変換素子Ｈ１１０３に電力を供給するＡｌ等の電気配線とが、それぞれ成膜されて設けら
れている。そして、記録素子部には、電気熱変換素子Ｈ１１０３に対応する複数のインク
流路Ｈ１１１１と複数の吐出口Ｈ１１０７とが、フォトリソグラフィ処理により形成され
るとともに、各インク流路Ｈ１１１１に、インクを供給するためのインク供給口Ｈ１１０
２を有する共通液室Ｈ１１１２が連通されて形成されている。
【００２３】
　インク供給口Ｈ１１０２を有する共通液室Ｈ１１１２は、Ｓｉの結晶方位を利用した異
方性エッチング処理やサンドブラスト処理などの処理方法で形成されている。すなわち、
Ｓｉ基板Ｈ１１１０が、ウエハー面方向に＜１００＞、厚さ方向に＜１１１＞の結晶方位
を持つ場合には、アルカリ系（ＫＯＨ，ＴＭＡＨ，ヒドラジン等）による異方性エッチン
グ処理によって、約５４．７度の角度でエッチング処理を進行させて得る。これにより所
望の深さにエッチング処理を行い、貫通口からなる長溝状のインク供給口Ｈ１１０２を有
する共通液室Ｈ１１１２を形成する。
【００２４】
　また、記録素子部には、インク供給口Ｈ１１０２を間に挟んで両側に電気熱変換素子Ｈ
１１０３がそれぞれ１列ずつ千鳥状に配列されている。電気熱変換素子Ｈ１１０３と、こ
の電気熱変換素子Ｈ１１０３に電力を供給するＡｌ等の電気配線が、成膜されて形成され
ている。さらに、電気配線に電力を供給するための電極Ｈ１１０４が、電気熱変換素子Ｈ
１１０３の両外側に配列されている。この電極Ｈ１１０４には、Ａｕ等のバンプＨ１１０
５が熱超音波圧着法で形成されている。そして、Ｓｉ基板Ｈ１１１０上には、各電気熱変
換素子Ｈ１１０３に対応したインク流路Ｈ１１１１を構成するインク流路壁Ｈ１１０６と
吐出口Ｈ１１０７が樹脂材料でフォトリソグラフィ処理によりに形成され、吐出口群Ｈ１
１０８が形成されている。電気熱変換素子Ｈ１１０３に対向する位置に吐出口Ｈ１１０７
が設けられているため、インク供給口Ｈ１１０２からインク流路Ｈ１１１１内に供給され
たインクは、電気熱変換素子Ｈ１１０３の発熱作用により発生した気泡によって吐出口Ｈ
１１０７から吐出される。
【００２５】
　以下、本発明の各実施形態について説明するが、吐出口の配置を説明する説明図では、
一組の記録素子部のみについて説明することとし、必要に応じ全ての記録素子部について
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同様の配置をしても良いし、特定の色を吐出する記録素子部（例えばブラックのみ、ある
いはブラック以外のみ）についてのみ、各実施形態を適用しても良いものとする。
【００２６】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態における、吐出口の配置を説明する模式的説明図である
。
【００２７】
　本実施形態では、吐出口径の最も大きい第１の吐出口群１と、それより小さい第２の吐
出口群２，最も小さい第３の吐出口群３を備えている。第１の吐出口群から吐出される液
滴が最も大きく、第３の吐出口群から吐出される液滴が最も小さい。そこで、以下、第１
の吐出口群１のノズルを大ノズル、第２の吐出口群２のノズルを中ノズル、第２の吐出口
群３のノズルを小ノズル、とし、各吐出口から吐出される液滴を、それぞれ大ドット、中
ドット、小ドットとして説明する。
【００２８】
　本実施形態は、インク供給口４の両側に複数の吐出口が配列しており、一方に大ドット
を吐出する大ノズル１の列、他方に中ドットを吐出する中ノズル２と小ドットを吐出する
小ノズル３が交互に配置された列からなる。
【００２９】
　ここでインク供給口４および吐出口１～３はそれぞれ、図９のインク供給口Ｈ１１０２
およびインク吐出口Ｈ１１０７に対応している。また、わかりやすくする為に各列１０ノ
ズル分のみを記載している。
【００３０】
　大中小の各ノズルの吐出量は、吐出口の配列ピッチＰやインクの物性等によって変わる
が、本実施形態においては、吐出口の配列ピッチＰは６００ｄｐｉ、また大ノズルの吐出
量は１２ｐｌ、中ノズルの吐出量は４．５ｐｌ、小ノズルの吐出量は１．５ｐｌの場合を
以下に説明する。
【００３１】
　図２に本実施形態のヘッドによる各印字モードにおける印字状態を示す。図２において
（ａ）は普通紙カラー印字等の高速印字に対応した印字パターン、（ｂ）はフォトの高速
印字に対応した印字パターン、（ｃ）はフォトの高画質に対応した印字パターンである。
また（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の記号の後ろの数字はマルチパス印字のパス数を示し、印字
ドットが塗られているものがそのパス数で印字されたドット、印字ドットが白抜けのもの
がすでに前のパスで印字されたドットを示す。さらに本図においては、わかりやすくする
為に、２ピッチ分（３００ｄｐｉ角）のドットの打ち込み状態のみを記載しており、ドッ
トの大きさも実際よりも小さくしている。
【００３２】
　次に図２を用いて各モードの印字状態を詳細に説明する。
【００３３】
　図２（ａ）－１は、上記のように普通紙カラー印字等の高速印字に対応した印字パター
ンであり、大ノズル１より吐出された大ドット１１のみで印字される。ここで図１に示す
ように大ノズル１はピッチＰで配列されているので、図２（ａ）－１に示すように２ピッ
チ分に２ドット同時に印字可能である。そして、スキャン方向にピッチＰの位置で次の印
字を行う。すなわち本実施例においては１パスで所望の打ち込み（１００％）の印字が可
能である。この時２ピッチ分のピクセルには大ドット１１が４ドット打ち込まれるので、
合計の打ち込み量は、４×１２ｐｌ＝４８ｐｌとなる。
【００３４】
　図２（ｂ）－１、図２（ｂ）－２は、上記のようにフォトの高速印字に対応した印字パ
ターンであり、中ノズル２より吐出された中ドット１２と小ノズル３より吐出された小ド
ット１３で印字される。ここで図１に示すように中・小の各ノズル２・３はピッチＰの間
隔で交互に配列されているので、図２（ｂ）－１に示すように１パス目に２ピッチ分には
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中ドット１２と小ドット１３が同時に印字可能される。そして、スキャン方向にピッチＰ
の１／２の位置で次の印字を行う。すなわち６００ｄｐｉ×１２００ｄｐｉの印字となる
。ここで、印字ドットの吐出周波数は、印字ドットの大きさ（吐出量）に大きく依存して
おり、ドットが小さいほどインクの戻り（以下リフィル時間）が早い為高い周波数での印
字が可能である。本印字モードにおいては、大ドット１１を吐出する大ノズルを使用して
いないので、図２（ａ）の大ドット１１を吐出するノズルを使用した印字よりも高周波数
の印字が可能である。本実施例においては、（ａ）の印字モードの駆動周波数が１５ｋＨ
ｚに対し、倍の３０ｋＨｚの印字が可能であった。すなわち（ａ）と同じキャリッジのス
キャン速度での印字が可能である。次に図２（ｂ）－２に示すようにピッチＰの奇数倍の
紙送りを行った後２パス目に中ドット１２の上に小ドット１３が、小ドット１３の上に中
ドット１２が印字される。これにより本実施例においてはキャリッジのスキャンスピード
を落とすことなく２パスで所望の打ち込み（１００％）となるので、フォトの高速印字が
可能である。この時２ピッチ分のピクセルには中・小ドット１２・１３がそれぞれ８ドッ
ト打ち込まれるので、合計の打ち込み量は、８×（４．５＋１．５）ｐｌ＝４８ｐｌであ
り、（ａ）の印字と同じ打ち込み量となる。
【００３５】
　図２（ｃ）－１～図２（ｃ）８は、上記のようにフォトの高画質印字に対応した印字パ
ターンであり、小ノズル３より吐出された小ドット１３のみで印字される。ここで図１に
示すように中・小ノズル２・３はピッチＰの間隔で交互に配列されているので、図２（ｃ
）－１に示すように１パス目に２ピッチ分には小ドット１３が１列のみ印字される。本印
字モードにおいては小ドット１３のみを印字しているので、当然印字周波数は（ｂ）の印
字モードよりさらに高くすることが可能である。本実施形態では、キャリッジのスキャン
速度を統一する観点より印字モード（ｂ）と同じ３０ｋＨｚでの印字を行った。次に図２
（ｃ）－２に示すようにピッチＰの奇数倍の紙送りを行った後２パス目に小ドット１３を
１列印字する。次に図２（ｃ）－３に示すようにピッチＰよりも１／２ピッチずらした紙
送りを行った後３パス目の印字を行う。同様に（ｃ）－４に示すようにピッチＰの奇数倍
の紙送りを行った後４パス目の印字を行う。次に（ｃ）－５に示すようにピッチＰよりも
１／４ピッチずらした紙送りを行った後５パス目の印字をスキャン方向にも１／４ピッチ
ずらして５パス目の印字を行う。（ｃ）－６～８は（ｃ）－２～４と同様に６から８パス
目の印字を行う。すなわち２４００ｄｐｉ＊２４００ｄｐｉの印字となる。
【００３６】
　本実施例では、図２（ｃ）－１～図２（ｃ）－４と図２（ｃ）－５～図２（ｃ）－８の
印字ドットをずらした例を示したが、上述したように実際のドットは図２のドットより大
きいので、図２（ｃ）－１～図２（ｃ）－４と図２（ｃ）－５～図２（ｃ）－８の印字ド
ットを重ねても良好な印字が得られた。すなわち本実施例においては８パスで所望の打ち
込み（１００％）となるので、フォトの高画質印字が可能である。この時２ピッチ分のピ
クセルには小ドット１３が３２ドット打ち込まれるので、合計の打ち込み量は、３２×１
．５ｐｌ＝４８ｐｌであり、（ａ）および（ｂ）の印字と同じ打ち込み量となる。
【００３７】
　以上述べたように本実施例によれば、大・中・小の吐出量を持つノズル群を備えたイン
クジェットヘッドにおいて、大ドットの吐出口の数が多いため高速印字（１パス）が可能
であり、かつ中と小のドットでフォトの高速印字（２パス）にも対応可能であり、さらに
小ドットのみでのフォト高画質にも対応可能である。
【００３８】
　以上本実施形態について説明してきたが、もちろん大中小の吐出量や印字モードは本実
施形態の数字に限定されるものではない。例えば、大中小を同時に使用して階調印字を行
うことにより、フォト印字の印字パス数を減らすことも可能である。
【００３９】
　［第２実施形態］
　図３（ａ）は本発明の第２実施形態における、吐出口の配置を説明する模式的説明図で
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ある。本実施形態の特徴は、大ドットの吐出口１がインク供給口４の両側に配置されてい
ることである。吐出口の数は、大中小の各ノズルともそれぞれ第１実施形態と同じであり
、大ドットを吐出する大ノズル１が中・小のドッドを吐出する中ノズル２・小ノズル３に
対して倍となっている。すなわち供給口の片側に、大ドットを吐出する大ノズル１と中ド
ットを吐出する中ノズル２が交互に配置された列を有し、その対岸に小ドットを吐出する
小ノズル３と大ドットを吐出する大ノズル１が交互に配置された列からなる構成となって
いる。
【００４０】
　各印字モードにおける印字状態については、第１実施形態に対して大中小の吐出口の配
置がインク供給口の変わっただけであり、図２に示す印字モードの印字が可能である。す
なわち本実施形態でも、大・中・小の吐出量を持つノズル群を備えたインクジェットヘッ
ドにおいて、大ドットの吐出口の数が多いため高速印字（１パス）が可能であり、かつ中
と小のドットでフォトの高速印字（２パス）にも対応可能であり、さらに小ドットのみで
のフォト高画質にも対応可能である。
【００４１】
　さらに本実施例においては、大の吐出量を吐出する吐出口１と中（または小）の吐出量
を吐出する吐出口２（または吐出口３）が交互に配置された構造となっている為、大ドッ
トと、中ドットまたは小ドットを同時に印字するモード以外では隣接ノズルが使用されな
い構成となっている。図２に示した印字モードにおいて、上記のように（ａ）は大のドッ
トのみによる高速印字、（ｂ）は中小のドットによるフォトの高速印字、（ｃ）は小のド
ットのみによるフォト高画質印字であり、どのモードにおいても隣接ノズルが使用される
ことはない。一般にインクジェット記録ヘッドにおいては、近隣ノズルの駆動による影響
で吐出状態が変化してしまう所謂クロストークが問題となるが、本実施形態では上記のよ
うに最も影響の大きい隣接ノズルが同時に使用されないのでクロストークを大幅に低減で
きる。
【００４２】
　なお、図３（ｂ）、図３（ｃ）はそれぞれ図３（ａ）に示す第２実施形態の変形例であ
り、図３（ｂ）は、図３（ａ）に対して大の吐出量を吐出する吐出口１のみ駆動に合わせ
て吐出口位置をずらした例である。一般にインクジェット記録ヘッドにおいては、電圧降
下等の観点から、すべてのノズルを同時に吐出するのではなく複数に分割して時間をずら
して吐出するよう駆動している。当然時間をずらして駆動されるとキャリッジのスキャン
に伴い印字位置がずれることになる。本実施例では、このずれを無くす為、吐出口１の位
置をあらかじめ駆動に合わせずらしている。図示していないが、リフィル時間が異ならな
いようノズルのインク流入部の形状で調整している。また本変形例では、ドットが大きく
印字のずれが目立ちやすい、大の吐出量を吐出する吐出口１のみ駆動に合わせ吐出口位置
をずらしているが、もちろん中小にも同様の位置ズラシを適用してもかまわない。
【００４３】
　図３（ｃ）は、図３（ａ）から大ノズル１に対し中・小のノズル２・３を千鳥に配置し
た図である。本実施例においては、中・小のノズル２・３をインク供給口４に近い側に配
置している。これにより、中・小のノズルのリフィル時間を早くし図２のモード（ｂ）、
（ｃ）をより高い周波数で印字することによりフォト印字の更なる高速化に対応した実施
例である。本変形例においては、中・小のノズル２・３をインク供給口４に近い側に配置
したが、もちろん大ノズル１をインク供給口４に近い側に配置して図２のモード（ａ）の
１パスでの高速印字を優先する対応も可能である。
【００４４】
　［第３実施形態］
　図４は本発明の第３実施形態における、吐出口の配置を説明する模式的説明図である。
本実施形態の特徴は、大ノズルの配置密度に対して中・小ノズルの配置密度を高密度にし
ている点である。本実施形態では大ノズルの配列ピッチは６００ｄｐｉ、中小ノズルの配
列ピッチは９００ｄｐｉとなっている。
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【００４５】
　このように、大ノズルの配置密度に対して中・小ノズルの配置密度を高密度にすること
で、後述するように中・小ノズルを用いたフォト高速記録を１パスで行うことができる。
【００４６】
　［第４実施形態］
　図５（ａ）は、本発明の第４実施形態における、吐出口の配置を説明する模式的説明図
である。
【００４７】
　本実施形態では、インク供給口４の両側に吐出口群が配列しており、片側に大ドッドを
吐出する大ノズル１の列、その対岸に中ドットを吐出する中ノズル２と小ドットを吐出す
る小ノズル３が交互に配置されている。そして、大ノズルの配置密度に対し、中・小ノズ
ルの配置密度が倍になるよう配置されている。中小のドットを吐出するには大ドットを吐
出するのに比べ、電気熱変換素子が小さくてすむのでこれを駆動する為のトランジスタサ
イズの小型化が可能である。また当然吐出口等のノズルのサイズも小さくなるので、本実
施形態のように大ノズルの配置密度に対し中・小ノズルの配置密度を高密度に配列するこ
とが可能となる。
【００４８】
　大中小それぞれの吐出量は、吐出口の配列ピッチＰやインクの物性等によって変わるが
、本実施例においては、大ノズルの配列ピッチＰは６００ｄｐｉであり中小ノズルの配列
ピッチは１２００ｄｐｉ、また大ドットは１２ｐｌ、中ドットは４．５ｐｌ、小ドットは
１．５ｐｌの場合を以下に説明する。
【００４９】
　図６に本実施形態のヘッドによる各印字モードにおける印字状態を示す。図６において
（ａ）は普通紙カラー印字等の高速印字に対応した印字パターン、（ｂ）はフォトの高速
印字に対応した印字パターン、（ｃ）はフォトの高画質に対応した印字パターンである。
また（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の記号の後ろの数字はマルチパス印字のパス数を示し、印字
ドットが塗られているものがそのパス数で印字されたドット、印字ドットが白抜けのもの
がすでに前のパスで印字されたドットを示す。さらに本図においては、わかりやすくする
為に、２ピッチ分（３００ｄｐｉ角）のドットの打ち込み状態のみを記載しており、ドッ
トの大きさも実際よりも小さくしている。
【００５０】
　次に各モードの印字状態を詳細に説明する。
【００５１】
　図６（ａ）－１は、上記のように普通紙カラー印字等の高速印字に対応した印字パター
ンであり、大ノズル１より吐出された大ドット１１のみで印字される。ここで図１に示す
ように大ノズル１はピッチＰで配列されているので、図２（ａ）－１に示すように２ピッ
チ分に２ドット同時に印字可能である。そして、スキャン方向にピッチＰの位置で次の印
字を行う。すなわち本実施例においては１パスで所望の打ち込み（１００％）の印字が可
能である。この時２ピッチ分のピクセルには大ドット１１が４ドット打ち込まれるので、
合計の打ち込み量は、４×１２ｐｌ＝４８ｐｌとなる。
【００５２】
　図６（ｂ）－１は、上記のようにフォトの高速印字に対応した印字パターンであり、中
ノズル２より吐出された中ドット１２と小ノズル３より吐出された小ドット１３で印字さ
れる。ここで図５（ａ）に示すように中・小ノズル１２・１３はピッチＰの２倍の間隔で
交互に配列されているので、図６（ｂ）－１に示すように２ピッチ分には中ドット１２と
小ドット１３が同時に各２ドット印字される。すなわち１２００ｄｐｉ＊１２００ｄｐｉ
の印字となる。ここで、印字ドットの吐出周波数は、印字ドットの大きさ（吐出量）に大
きく依存しており、ドットが小さいほどインクの戻り（以下リフィル時間）が早い為高い
周波数での印字が可能である。本印字モードにおいては、大ドット１１を吐出するノズル
を使用していないので、図６（ａ）の大ドット１１を吐出するノズルを使用した印字より
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も高周波数の印字が可能である。本実施形態においては、（ａ）の印字モードの駆動周波
数が１５ｋＨｚに対し、２４ｋＨｚの印字が可能であった。これにより本実施形態におい
ては、（ａ）の印字より若干キャリッジのスキャンスピードを落とすだけで、１パスで所
望の打ち込み（１００％）となるので、フォトの高速印字が可能である。この時２ピッチ
分のピクセルには中・小ドット１２・１３がそれぞれ８ドット打ち込まれるので、合計の
打ち込み量は、８×（４．５＋１．５）ｐｌ＝４８ｐｌであり、（ａ）の印字と同じ打ち
込み量となる。
【００５３】
　図６（ｃ）－１～図６（ｃ）－４は、上記のようにフォトの高画質印字に対応した印字
パターンであり、小ノズル３より吐出された小ドット１３のみで印字される。ここで図５
（ａ）に示すように中・小ノズル１２・１３はピッチＰの２倍の間隔で交互に配列されて
いるので、図６（ｃ）－１に示すように１パス目に２ピッチ分には小のドット１３が２列
印字される。本印字モードにおいては小ドット１３のみを印字しているので、当然印字周
波数は（ｂ）の印字モードよりさらに高くすることが可能である。本実施形態では、キャ
リッジのスキャンスピードが（ａ）と同じになる３０ｋＨｚでの印字を行った。次に図６
（ｃ）－２に示すようにピッチＰよりも１／２ピッチずらした紙送りを行った後２パス目
に小ドット１３を２列印字する。次に図６（ｃ）－３に示すようにピッチＰよりもよりも
１／４ピッチずらした紙送りを行った後３パス目の印字をスキャン方向にも１／４ピッチ
ずらして行う。同様に図６（ｃ）－４に示すようにピッチＰよりも１／２ピッチずらした
紙送りを行った後４パス目の印字を同様に行う。すなわち２４００ｄｐｉ＊２４００ｄｐ
ｉの印字となる。本実施形態では、図６（ｃ）－１、図６（ｃ）－２と図６（ｃ）－３、
図６（ｃ）－４の印字ドットをずらした例を示したが、上述したように実際のドットは図
６のドットより大きいので、図６（ｃ）－１、図６（ｃ）－２と図６（ｃ）－３、図６（
ｃ）－４の印字ドットを重ねても良好な印字が得られた。すなわち本実施形態においては
４パスで所望の打ち込み（１００％）となるので、フォトの高画質印字が可能である。こ
の時２ピッチ分のピクセルには小ドット１３が３２ドット打ち込まれるので、合計の打ち
込み量は、３２×１．５ｐｌ＝４８ｐｌであり、（ａ）および（ｂ）の印字と同じ打ち込
み量となる。
【００５４】
　以上述べたように本実施形態によれば、大・中・小の吐出量を持つノズル群を備えたイ
ンクジェットヘッドにおいて、大ドットの吐出口で１列の吐出口群を形成しているため高
速印字（１パス）が可能であり、かつ中と小のノズルを高密度に配置しているため若干キ
ャリッジのスキャンスピードを落とすだけで、フォトの高速印字（１パス）にも対応可能
であり、さらに小ドットのみでのフォト高画質にも対応可能である。
【００５５】
　以上本実施形態について説明してきたが、もちろん大中小の吐出量や印字モードは本実
施例の数字に限定されるものではない。たとえば、大の吐出量のみを６ｐｌとすると、図
６（ａ）－１に示す高速印字モードの変わりに、図７に示すような印字モードで高速印字
を行うことができる。すなわち、図からわかるように高速印字モードにおいて、大の吐出
量を小さくした分、中小ドットを印字することにより打ち込み量を確保している。この時
２ピッチ分のピクセルには大中小ドットが各４ドット打ち込まれるので、合計の打ち込み
量は、４＊（６＋４．５＋１．５）ｐｌ＝４８ｐｌであり、図６（ａ）と同じ打ち込み量
となる。これにより大の吐出量が小さい分リフィル時間が早く、高い周波数での印字が可
能となり印字速度の更なる高速化が実現できる。
【００５６】
　なお、図５（ｂ）は図５（ａ）の変形例を示す図であり、第４実施形態から中・小ノズ
ル２・３を千鳥状に配置している。本変形例においては、中ノズル２をインク供給口４に
近い側に配置していることで、中ノズルのリフィル時間を早くし図６のモード（ｂ）をよ
り高い周波数で印字することによりフォト高速印字の更なる高速化に対応できる。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
【図１】本発明の第１実施形態の吐出口配列を説明するための説明図である。
【図２】本発明の第１実施形態の液体噴射記録ヘッドによる、各印字モードにおける印字
状態を説明するための説明図である。
【図３】本発明の第２実施形態の吐出口配列を説明するための説明図である。
【図４】本発明の第３実施形態の吐出口配列を説明するための説明図である。
【図５】本発明の第４実施形態の吐出口配列を説明するための説明図である。
【図６】本発明の第４実施形態の液体噴射記録ヘッドによる、各印字モードにおける印字
状態を説明するための説明図である。
【図７】本発明の第４実施形態の液体噴射記録ヘッドによる、印字モードの変形例におけ
る印字状態を説明するための説明図である。
【図８】本発明に適用可能な記録カートリッジの斜視図である。
【図９】本発明に適用可能な記録素子基板の構成を示す一部切り欠き説明斜視図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　大ノズル
　２　中ノズル
　３　小ノズル
　４、Ｈ１１０２　インク供給口
　Ｈ１０００　記録ヘッドカ－トリッジ
　Ｈ１００１　記録ヘッド
　Ｈ１００２　記録素子ユニット
　Ｈ１００３　インク供給ユニット
　Ｈ１１０３　電気熱変換素子（記録素子）
　Ｈ１１０４　電極
　Ｈ１１０５　バンプ
　Ｈ１１０６　インク流路壁
　Ｈ１１０７　吐出口
　Ｈ１１０８　吐出群
　Ｈ１１１０　Ｓｉ基板
　Ｈ１９００　インクタンク
　Ｈ２０００　タンクホルダー
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